
※各事業は状況により延期または中止になる場合が   あります。詳細については直接お問い合わせください。

市からのお知らせ 市役所や各関係機関より市政・行政情報をお届けします
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消費生活センターにご相談ください

　市の特産品をPRする「推奨認定特産品マーク」を、現代のニー
ズに合わせた使いやすいデザインへリニューアルします。
　商品の魅力をさらに引き立てる、素敵なアイデアをお待ち
しています！
新しいマークに求めるデザイン
①使いやすさ…生産者にとって使いやすく、様々な商品パッ
　　　　　　　 ケージと調和するデザイン

②訴求力…市内外の消費者や、インバウンド（訪日観光客）に
　　　　　も響く洗練されたビジュアル

③品位…高単価商品にも適応できる質の高さを感じるもの

④汎用性…幅広く活用できるよう、カラー・モノクロの2パタ
　　　　　ーンを想定
応募期間　５月１日（金）～６月30日（火）
※プロ、アマチュア、市内外を問わずどなたでも応募可能。
今後のスケジュール
７月中旬　 審査（特産品推奨認定委員会）
10月以降　デザインの磨き上げを経て、新マークの運用開始
※その他詳細や応募方法は下記二次元コードよりご覧ください。
　　　産業政策課産業戦略係 

☎84‐8104
sangyou@city.kitaakita.akita.jp

　次の方からご寄附をいただきました。ありがとうございま
した。
　北秋田地区事業主交通安全推進協会の佐々木孝憲会長と北
秋田地区安全運転管理者協会の小林郷司会長より、新入学児
童が安全安心に通学できるように「シースルー子ども安全
ジャンプ傘」を90本。
　　学校教育課学校教育係 ☎62‐6617

　北秋田市の魅力ある特産品づくりや販路拡大を応援！
①【新商品開発支援事業】
新商品開発や既存商品の改良費用の一部を助成します。
補助額　対象経費の２分の１（上限50万円）
※看板商品に認定されると３分の２（上限65万円）にUP！
②【推奨認定特産品募集】
「北秋田市のおすすめ品」として認定し、知名度アップと販路
拡大を図ります。
対象品目　食品・工芸品等
※原材料や製造・加工が本市にちなむことなど要件あり。
③【両事業共通】
申請期日　５月１日（金）～６月19日（金）
審査会　　７月中旬（予定）
※プレゼンテーション形式による審査を行います。
※審査品の提供や搬入出に要する経費は、応募者が負担。
※その他詳細や申請書は下記二次元コードよりご覧ください。
　　　産業政策課産業戦略係
　　　☎84‐8104
　　　　sangyou@city.
　　　　kitaakita.akita.jp

　農地の担い手確保や農業承継、移住・関係人口の創出を目的
として、遊休農地の再生につながる開墾作業や、地域農家との
農作業体験・交流を行うイベントを開催します。
　農業、農地承継、地域での暮らしに関心のある方の参加をお
待ちしています！
日時　第１回：６月20日（土）～21日（日）
　　　第２回：10月中旬予定
定員　10人程度
募集締切　６月10日（水）まで　　
企画運営　ココホレジャパン（株）
協力　農地利用促進有志の会、北秋田地域振興局、北秋田市
※応募フォームやイベントプログラム等の
　詳細は右記二次元コードよりご覧ください。
　　　産業政策課産業戦略係 ☎84‐8104

　今年度の特定健診の受診方法や受けられる医療機関につい
ては下記二次元コードから確認することができます。
　また、特定健診の対象者の方のうち、令和８年５月末までに
健診を受けていない方には、今後、健診のご案内をハガキでお
知らせします。
特定健診とは　北秋田市国民健康保険に加入し、今年度中に
　　　　　　　40歳以上になる方は年１回無料で健康診断を
　　　　　　　受けられます。
　　【特定健診について】
　　医療健康課健康推進係 ☎62‐6666
　　【勧奨ハガキについて】
　　市民課国保年金係 ☎62‐1118

　市では、株式会社サイネックスと協働で「くらしのガイド
ブック」を作成し、令和８年８月末頃の発行を予定しています。
　このガイドブックは、市の各種手続きや施設案内に関する
行政情報、自然や文化・特産品などの地域情報を掲載した情報
誌で、市内の全世帯および転入世帯に配布予定です。
【広告掲載のお願い】
　協働発行事業者の（株）サイネックスの
担当者が市内事業者などへ有料広告掲載
のご案内とお願いに伺いますので、ご理
解とご協力をお願いします。
　　【広告料・広告掲載のお問い合わせ】
　　（株）サイネックス秋田営業所　
　 　☎018‐833‐6700
　　【その他お問い合わせ】
　　総合政策課広報係 ☎62‐6608

対象地区　鷹巣字本屋敷、西大柳岱の各一部
※対象の方には資料送付のうえお知らせします。
　　財政課地籍調査室 ☎62‐8000

「新商品開発支援」と「推奨認定特産品」募集！
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～ぜんい～ 市の「推奨認定特産品マーク」リニューアル！
新しいデザインを一般公募します
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北秋田市 くらしのガイドブック発行します
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令和８年度 地籍調査予定区域のお知らせ
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鷹巣小学校
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５月は消費者月間です
　スマートフォンを介したトラブルが増えています。お
かしいと思ったら、１人で悩まず早めにご相談ください。
（相談無料・秘密厳守）

〇消費生活センターは
　消費生活に関する身近な相談窓口です。
　「悪質商法による被害」「事業者とのトラブル」「製品事
故や食品、サービスによる被害」など、消費生活における
不安や苦情、被害の相談に専門の相談員が対応し、問題解
決のための助言や情報提供、あっせんなどを行います。

振り込め詐欺や悪質な電話勧誘から守ります振り込め詐欺や悪質な電話勧誘から守ります

◎警告メッセージ機能　　◎録音機能
◎万が一の時、警察署や消費生活相談窓口、
親戚などに緊急事態の発生を知らせるボタ
ンがあります。（大変だぁ～ボタン）

通話録音装置を無料で貸出します

①市内に住所を有する65歳以上のみの世帯
②その他、特に貸出しが必要と認められる世帯
※同居する家族が出稼ぎや単身赴任などで、ふだ
　ん65歳以上の方のみで生活している世帯も含む。

対象

貸出期間 貸出日から６か月以内
※ただし、６か月を過ぎても装置が必要で
　あると認められる場合は、さらに6か月
　を限度に延長できます。

主な機能

　　　　生活環境課くらしの安全係 ☎62‐6628問申

相談窓口（平日 ８：30～ 17：15）

「消費生活センター」（生活環境課内）☎62‐6628
「消費者ホットライン」局番なし１８８

または い　や　や

通話録音装置を無料で貸出します \ 広報版 / おらほの空港たのしみ便

　　総合政策課政策係 ☎62‐6606

日時　５月20日（水） 13時30分～15時
場所　市民ふれあいプラザ ２階 大研修室
定員　10人（先着順）
申込締切　５月15日（金） 17時15分まで

問申

①航空券予約講座

日時　５月28日（木） 13時30分～14時30分
場所　市民ふれあいプラザ １階 多目的ホール
定員　40人（先着順）
申込締切　５月27日（水） 17時15分まで

②ＡＮＡスタッフによる、これからの季節
　おすすめする旅行先セミナー

＆航空券予約講座
おすすめ旅行先紹介
航空券予約講座
おすすめ旅行先紹介
航空券予約講座
おすすめ旅行先紹介

※右記二次元コード（５月１日公開）
またはお電話でお申し込みください。

　右記日程で、航空券予約講座とＡＮＡスタッフが
これからの季節におすすめの旅行先をご紹介する
セミナーを開催します。
　皆さまのご参加をお待ちしています！

※５月１日公開。


